
 

 

 

 

 

時 間 午後２時００分～ 

会 場 第３・４委員会室 

 

市長記者会見資料 

 
 

１ 「盛土規制法」の施行を受け、市内全域を「規制区域」に 

～土砂災害を未然に防ぎ 市民の生命と財産を守る～ 

２ 「上川の里保全活動協定」をカルビー株式会社と締結 

３ 職員の活躍を応援する「八王子版メンター制度」を導入 

令和６年（２０２４年）７月１０日   プレスリリース 



＜問い合わせ＞ まちなみ整備部開発審査課長 妻鳥 電話０４２-６２０-７２９８ 

   

「盛土規制法」の施行を受け、市内全域を「規制区域」に 

～土砂災害を未然に防ぎ 市民の生命と財産を守る～ 

  

盛土や切土等、人為的に行われる造成行為の崩落などによる災害から、人命を守るた

め、「宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）」の施行を受けて本市では、

中核市として令和６年７月３１日より、市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、

盛土規制法の運用を開始します。 

規制区域内で一定規模以上の造成行為（別紙参照）を行う場合、当該工事着手前に許

可手続きが必要となり、規制の対象となる盛土や切土等に対して必要な措置が講じら

れ、危険な造成行為を規制することで、土砂災害防止につなげていきます。 

 

１ 運用開始日      

令和６年７月３１日（水） 

 

２ 対象地域 

八王子市内全域を、宅地造成等工事規制区域（市街地や集落、その周辺で盛土等が

崩壊した際に人家に危害を及ぼしうるエリア）に指定。 

 

３ 許可の対象となる行為   

名 称 内  容 

宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土、その他、土地の形質変更 

特定盛土等 宅地、または農地などにおいて行う盛土、その他の土地の形質変更 

土石の堆積 宅地、または農地などにおいて行う土石の堆積（一定期間に限る） 

 

４  許可の対象となる盛土等に対する措置 

  ・許可情報を公表 

  ・工事主が周辺住民に工事の内容を事前周知 

・工事主が工事現場に標識を掲示 

※無許可で盛土等を行った場合などは罰則の対象となります。 
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許可が必要な対象行為について

土地の形質の変更

宅地造成等工事規制区域の考え方

土石の堆積（土砂の一時堆積）

※一定期間（最大５年）の経過後に当該土石を除却するものに限る。

宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）の概要
令 和 ６ 年 ( 2 0 2 4 年 ) ７ 月
ま ち な み 整 備 部
開 発 審 査 課

① 盛土で高さが１ｍ超の崖が

生ずるもの

② 切土で高さが２ｍ超の崖が

生ずるもの

③ 切土と盛土を同時に行い、

高さが２ｍ超の崖を生ずるもの

④ 盛土で高さが２ｍ超のとなるもの ⑤ 切土又は盛土をする土地の面積が

500㎡超となるもの

① 最大時に堆積する高さが２ｍ超、かつ、面積が

300㎡超となるもの

② 最大時に堆積する面積が500㎡超となるもの

法改正により新たに規制対象として追加

法改正により新たに規制対象として追加

スケジュール

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

国交省

八王子市

規制区域
（法の適用）

5.26

法施行

経過措置期間
（法施行から２年間）

10.19

東京都と
協定締結 パブコメ・説明会

1月～2月

区域指定（案）

宅地造成工事規制区域（旧法の運用） 新法による区域（新法の運用）

5.27

法律公布

規制区域指定（予定）

基礎調査
区域指定業務

5.25

盛土

高さ

（崖を生じないもの）

盛土

（盛土又は切土のみの場合も含む）

面積

切土

高さ

切土

高さ

切土

切土

盛土

高さ 盛土

面積

高さ

面積

盛土規制法について

7月31日

宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事
※宅地造成等（宅地造成、特定盛土等、土石の堆積）

宅地造成：宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更
特定盛土等：宅地又は農地等（農地、採草放牧地及び森林をいう。）において行う盛土

その他の土地の形質の変更
土石の堆積：宅地又は農地等において行う土石の堆積

（一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る）

本市は市内全域が都市計画区域であり、盛土等が崩壊した際に被害が発生しないと想
定される区域は認められないことから、市内全域を宅地造成等工事規制区域とします。

土地の形質の変更（主な変更点）

盛土等上面の排水勾配

地下水排除工（暗渠排水）

宅地擁壁

30°超

30°超

盛土

（厚さ30㎝以下毎に巻き出し締固め）

滑りやすい地盤の補強（杭等）

地山の勾配が15°以上の
場合は段切り施工

30°以下（崖以外）

道路の路面の部分その他の植栽、
芝張り等の措置の必要がないことが
明らかな地表面

崖面以外の地表面には
植栽、芝張り等の措置

既存がけ

擁壁

擁壁

盛土内排水層（擁壁の背面排水）
※背面盛土材が粘性土等の透水性の悪い土
を用いる場合

破壊
転倒
滑動
沈下

擁壁は しないこと

盛土内排水層（水平排水層）

水抜き穴、排水層設置

・盛土箇所の原地盤が不安定な場合や、谷埋め盛土等の崩落リスクが
高い盛土の場合、盛土の高さが10ｍ超の場合は、安定計算を実施する。

高さ１ｍ超の盛土による崖を生じる場合は
擁壁を設置

地盤の許容応力度の確認を義務化

現行宅造法と比較して
追加･強化される手続

※高低差30㎝超

※高低差30㎝超

盛土等に伴う災害を防止し、市民の生命及び財産の保護を図るため、令和5年5月26日
に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」について、令和6年7月31日に、市内全
域を宅地造成等工事規制区域に指定し、運用を開始する予定です。



区域指定日をまたぐ工事の対応

盛土規制法施行条例許可申請から工事完了までの流れ

許可申請前

許可申請

工事着手

工事完了

土地所有者等の同意

周辺住民への事前周知

許可基準への適合

市長の許可

現場での標識掲出

定期報告

中間検査

完了検査

現行宅造法と比較して
新規で追加される手続

 盛土等を行う土地の所有者等全員の同意（許可要件）

 周辺地域の住民に対し、説明会の開催等により工事
の内容を周知

許可基準
災害防止のための安全基準に適合すること
必要な資力・信用を有すること
工事施行者が必要な能力を有すること
土地の所有者等全員の同意を得ていること

 工事現場の見やすい場所に、当該工事に係る許可を受
けている旨の表示

 工事の施工状況について、３か月ごとに報告
※一定規模以上の盛土・切土、一時堆積に適用

 工事完了後に確認困難となる工程について、現地検査
※一定規模以上の盛土・切土に適用

 市長は、工事主の氏名、盛土等が行われる土地の所
在地等を公表

 安全基準への適合について現地検査

項 目 目 的 検討結果

中間検査

検査対象となる
規模要件

規制強化
高さ2m超→1m超、3000㎡超→500㎡超

検査項目
規制強化
検査項目を追加

処分の公表
安全性確保及び
災害発生防止

条例により公表することを規定
項目は規則で定める

盛土規制法
調書の作成

安全性確保及び
災害発生防止

条例により調製し、保管することを規定
詳細は規則で定める

擁壁

④擁壁の基礎杭の打ち込
みを行う工事

⑧盛土の内部に透水層を設
ける工事

⑤鉄筋コンクリート造擁壁の
鉄筋の組み立てを行う工事

⑥擁壁の根入れ部分（練
積み造に限る）を築造
する工事

⑦盛土の内部に排水施設を
設置する工事

①盛土をする前の地盤に
対し段切りを行う工事

②擁壁の設置のための根切りを
行う工事

（政令）
盛土をする前の地盤面又は切土をした後の
地盤面に排水施設を設置する工事③擁壁の基礎地盤の改良を行う工事

 中間検査の概念図

 制定目的

盛土規制法の施行を踏まえ、宅地造成等に伴う災害を防止するため、法第18条第4項
に基づき中間検査に関する規定等を法施行条例として定める。

 構成

第1条 趣旨 第5条 盛土規制法調書

第2条 用語の定義 第6条 公表

第3条
中間検査を要する宅地造成
又は特定盛土等の規模

第7条 委任

第4条 特定工程等 － －

 内容

旧宅造規
制区域

宅造許可又は開発許可の取得状況
区域指定時の
工事着手状況

適用
必要な
手 続

規制区域
内

なし 済 ― 届出※1

区域指定時に宅造許可又は開発許可あり 未／済 旧法 ―

区域指定時に宅造許可申請中で許可取得前 未 新法 許可申請

区域指定後に開発許可を取得 未 新法※2 ―

規制区域
外

なし 済 ― 届出※1

区域指定時に開発許可あり
未 新法 許可申請

済 ― 届出※1

区域指定後に開発許可を取得 未 新法※2 ―

※1 区域指定日から21日以内に、当該工事についての届出が必要です。

※2 盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、中間検査や定期報告、完了後の保全義務等の対象となります。



＜問い合わせ＞ 環境部環境保全課長 大山   電話０４２-６２０-７２６８ 

   

 

「上川の里保全活動協定」をカルビー株式会社と締結 

 

八王子市上川の里特別緑地保全地区では、これまで地域住民をはじめ、ＮＰＯや企業な

ど様々な団体と連携し、里山の維持管理や利活用を進めています。このたび、企業理念「私

たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらし

に貢献します。」を掲げ、地球環境への配慮活動にも取り組んでいるカルビー株式会社と新

たに「上川の里保全活動協定」を締結します。 

カルビー株式会社は、全国各地の活動拠点において、水源や生物多様性を守る活動と、 

ＣＯ２削減につながる活動として従業員自らが森林保全活動を行っています。こうした活

動から、本市の「上川の里保全と活用の方針」に基づく里山保全の取組に賛同していただき

ました。なお、協定締結後の活動内容などは以下のとおりです。 

 

１ 協定名称 八王子市上川の里保全活動協定 

 

２ 協定期間 令和６年（2024 年）７月１０日～令和１１年（2029 年）３月３１日   

 

３ 相 手 方 カルビー株式会社 

 

４ 活動内容 （１）森林整備・維持管理（間伐、下草刈り、清掃、通路等の整備など） 

       （２）農地を利用した農業活動 

       （３）環境教育（自然観察、体験学習、食育など） 

 

 

【協定締結式】 

１．日 時  ７月１０日（水）市長記者会見終了後 

２．場 所  本庁舎３階 特別会議室 

３．出席者  カルビー株式会社 首都圏第二支店 支店長 武内 聡 様  

 八王子市長  初宿 和夫 
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＜問い合わせ＞ 人財育成担当課長 青柳   電話０４２-６２０-７２５４ 

   

 

職員の活躍を応援する 

「八王子版メンター制度」を導入 

 

本市では、多様な職員の視点や経験を市政に活かしていくため、職員の働きやすい環境

づくりを推進しています。その一環として、職員のキャリア形成をサポートするための 

「八王子版メンター制度」を導入します。 

また、職員のキャリア形成を支援するため、水泳選手として３回のオリンピックに出場

した田中雅美さんを講師にお迎えし、特別研修を実施します。 

 

１ 制度の概要  

先輩職員（メンター）が、後輩職員（メンティー）の抱える不安や悩みについて、

自己の経験をもとに助言・相談等の支援（メンタリング）を行います。 

 

２ 導入日  令和６年（２０２４年）７月１９日（金） 

３ 研修内容 

（１）研修名 「田中雅美さんに聞く！～一歩踏み出すためのヒント～」 

   （２）日時 ７月１９日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分  

  （※午前 10時 30分から研修の全部を公開） 

 （３）場所 市役所本庁舎801・802 会議室 

 （４）その他  ア 講師の田中雅美さんをお招きして、市長とのランチミーティングを 

  行います。（研修に続き、冒頭の一部を公開します。） 

  イ 研修当日の行程表については、 

    別紙 1～3をご確認いただき、 

    取材申込をお願いします。 
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【プロフィール】 

水泳選手として、３回のオリンピックに出場。

現在は、2児の母として子育てをしながら、

スポーツコメンテーターとして活躍。八王子

高校、中央大学を卒業。八王子 100年応援

団団員。 

問合せ先：総務部職員課 清水・関口 

                                620-7254(内線 2284) jinzai@city.hachioji.tokyo.jp 

特別 

研修 

＼ 前向きにチャレンジし続けている田中さんから、前向きに取り組むための秘訣を学びます／ 



令和６年（２０２４年）７月１９日（金） 特別研修 当日の行程表 

 

時間 動き プレス 

１０：３０ 初宿市長、田中雅美さん 

会場到着 

 

 特別研修開始 

・自己紹介 

・トークタイム 

・メッセージ 

（１０：３０－１１：３０頃） 

取材場所 

（１０：３０－１１：３０頃） 

１１：３０ 初宿市長、田中雅美さん 

市長公室へ移動 

 

 ランチミーティング開始 

 ・初宿市長挨拶 

 ・田中雅美さん挨拶 

 ・会食 

（１１：３０－１２：３０頃） 

取材場所 

（１１：３０－１１：４５頃） 

※初宿市長と田中雅美さんが 

取材対応 

※冒頭１５分のみ取材可 

１２：３０ 終了  

※どちらの取材場所もムービー、スチールカメラでの取材は可能です。 

※各取材場所での取材終了時に、広報プロモーション課から移動のご案内をいたします。 

※特別研修中、途中退出は差し控えていただくようご協力願います。途中退出の場合は、 

広報プロモーション課の指示に従ってください。 

※退出された方で、引き続き、ランチミーティングを取材する場合は市役所本庁舎４階記者

クラブで待機願います。広報プロモーション課から移動のご案内をいたします。 
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市役所本庁舎８階 ８０１・２会議室（特別研修） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所本庁舎３階 市長公室（ランチミーティング） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

窓側 

黒
板 受講者席 

市長、副市長、事務局 

取材場所 

取
材
場
所 

受付 

東側ＥＶ 
取材導線 

窓側 

田中雅美さん 

テーブル 

取材場所 

取材導線 

初宿市長 田中雅美さん 

途中退出導線 



取材申込方法 

 

 取材を希望される場合は、下記メールアドレス宛に、以下の記載事項を記入のうえ、メ

ールにてお申し込みください。 

 

■ 宛 先  八王子市都市戦略部広報プロモーション課 

  b401100@city.hachioji.tokyo.jp  

 

■ 件 名 

  メールの件名は、次のとおり記載してください。 

  【７/１９ 特別研修取材申込】○○（貴社名） 

 

■ 記載事項 

  １ 貴社名 

  ２ 取材担当者 

  ３ 連絡先（当日連絡が取れる方の氏名、電話番号、メールアドレス） 

  ４ 取材人数（ペン：○人、ムービー：○人、スチール：○人） 

  ※連絡先につきましては、急遽、予定が変更になった場合に連絡をお入れします。 

  ※取材及び撮影は必要最小限の人数でお願いします。 

  ※本件取材以外には使用しません。 

 

■ 申込期限 

  令和６年（２０２４年）７月１８日（木）午後３時まで 
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